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七ヶ宿町における放射能測定結果（5/27～ 7/9 測定分）

●お問い合わせ　　農林建設課農林係　☎３７－２１１３（担当：浅井）

測定機器：日立アロカメディカル㈱　食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI
　　　　　㈱千代田テクノル　RAD　IQFS300

《農作物》　※�食品衛生法に基づく食品中の現行基準値は100Bq/kgです。　※すべて不検出

《林産物》　※�食品衛生法に基づく食品中の現行基準値は100Bq/kgです。　※すべて不検出

品　目 採　取　地
青 し そ 滑津 宮 中
い ん げ ん 横川 柏木山
エシャレット 関 神林山
キ ャ ベ ツ 関 神林山
き ゅ う り 横川 柏木山

品　目 採　取　地
笹 天 然 関 神 林 山

た け の こ 栽 培 関 神 林 山

ふ き 天 然 峠 田 山 伏 坂
横 川 柏 木 山

品　目 採　取　地
み ず 天 然 滑 津 島 木 野
わ ら び 天 然 峠 田 侭 ノ 上

品　目 採　取　地
ブロッコリー 関 栗 原
ミ ニ ト マ ト 横川 柏木山
ラ ズ ベ リ ー 横川 横 川
ら っ き ょ う 横川 柏木山
レ タ ス 関 神林山

品　目 採　取　地
コ リ ン キ ー 滑津 八ツ分
さ く ら ん ぼ 関 矢 立
サニーレタス 関 栗 原
ズ ッ キ ー ニ 横川 横 川
つるむらさき 横川 横 川

水道メーター検針のお知らせ・お願い水道メーター検針のお知らせ・お願い
・�８月のメーター検針から、右写真の服装でメーター検
針を行います。
・�検針員は町発行の身分証明書を携帯しています。
・�ご自宅敷地内でメーター確認を行います。ご理解、ご
協力をお願いします。
・�不審に思われた場合は、身分証明書の提示を求めるか、
下記までお問い合わせください。

●お問い合わせ　　七ヶ宿町農林建設課　上下水道係　☎３７−２１１５（担当：村山・鈴木）

【出荷制限中の農林産物】
　・こしあぶら（露地）　・原木しいたけ（露地）
　 ※下記の生産者の原木しいたけ（露地）は、出荷制限が解除されています。

髙　橋　昌　利
担当区域：横川・長老

鈴　木　一　宏

三　森　敏　文
担当区域：関

小　山　真　光

櫻　井　秀　博
担当区域：峠田・滑津

小　川　良　範

梅　津　賢　一
担当区域：干蒲・湯原

櫻　井　房　子

農業委員・農地利用最適化推進委員が決まりました農業委員・農地利用最適化推進委員が決まりました
　七ヶ宿町農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員６名と農地利用最適化推進委員４名が
決定いたしました。それぞれの任期は令和２年７月20日から令和５年７月19日までの３年間
です。　
　農業委員はおもに農地法に基づく許認可事務のほか農地利用最適化推進委員と連携し、町全
体の農地利用の最適化（担い手への農地利用集積と集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規
参入の支援活動）推進のために活動します。
　農地利用最適化推進委員は、農業委員と連携し担当区域の農地利用最適化の促進活動にあた
ります。

●お問い合わせ　　農業委員会事務局　☎３７－２１１３（担当：三上）

髙　橋　美　幸
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長
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―　農　業　委　員　―

―　農地利用最適化推進委員　―

●農地の権利等の移動は農業委員会の許可が必要です。
　�農地の移動には農地法により制限があります。通所が可能で40アール以上耕作して　
いる農業者でないと農地を買ったり、借りたりすることはできません。また許可を受　
けずに当事者間で売買等を行ってもその契約は無効になり、所有権移転等の不動産登　
記ができません。
●農地を転用する場合、県の許可が必要です。
　農地によっては転用できないところもありますので、事前にご相談ください。
●農地法に基づく申請の締切は毎月10日です。（土・日・祝日の場合は翌日）

生産者名（敬称略） 解除されている
しいたけの植菌年度

和　田　　　達 H27
津　川　吉　廣 H28
渡　部　孝　志 H28、H29、H30

生産者名（敬称略） 解除されている
しいたけの植菌年度

小　川　良　範 H27、H29、H30
髙　橋　茂　美 H28、H29、H30
古河林業所㈱
七ヶ宿林業所 H30


